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○岩佐委員長 それでは、日程１、陳情審査に入ります。 

 まず初めに、企画総務委員会に、新たに送付７－２４、地方消費者行政の維持・強化の

ための対策を求める意見書を国会等に提出することを求める陳情が送付されました。お手

元に陳情書の写しをお配りいたしましたのでご確認ください。陳情書の朗読は省略いたし

ます。 

 本陳情について、執行機関から情報提供がありましたらお願いいたします。 

○髙橋商工観光課長 本件につきましてはかなり多岐にわたったご説明が必要になるかと

思いますので、少しお時間を頂きまして、私からご説明させていただきます。 

 まず、地方消費者行政強化交付金について申し上げます。この交付金は大きく２種類の

目的で構成されておりまして、一つは、国として取り組むべき重要な消費者政策を行う自

治体を支援する強化事業、こちらの補助率は２分の１です。もう一つは、消費生活相談体

制の維持・充実を基本といたしました推進事業、こちらの補助率は１０分の１０です。こ

の交付金は平成２１年の消費者関連法制の整備以来、更新や統合などを繰り返しながら継

続されておりますが、特に推進事業はいち早く全国の相談体制の構築と強化を目指しまし

て早い段階で整備がなされておりまして、原則として令和７年度をもって終了、小規模自

治体に限り令和９年度で終了することとされております。 

 陳情の趣旨では、この推進事業部分の延長、または人件費に充てられる交付金の措置を

求めるとされております。なお、強化事業につきましては現在のところ継続される見込み

です。 

 次に、区の消費生活センターにおける交付金受入れの現状ですが、令和６年度は２万５,

０００円余でございました。これは区の相談員が消費者庁が指定した研修を受講した費用

約５万円余に対し補助割合２分の１の強化事業から交付されたもので、今後も同額程度の

受入額になることが想定されております。過去に遡りますと、平成２１年度のセンター設

置から平成３０年までの間には設置費用や人件費についても交付されていた経緯がござい

ますが、令和元年度以降はおおむね１０万円以下の受入額になってございます。 

 続きまして、区の消費生活センターの現状について申し上げます。相談をお受けしてお

りますのは平日午前９時から午後４時３０分までの時間帯で、月１６日勤務の相談員、こ

ちらは会計年度任用職員でございますが、こちらは５人でローテーションで配置されてお

ります。１日当たりですと３人から４人が勤務されておりまして、事務職でも係長級のセ

ンター長１人と係員１人の２人が配置されてございます。 

 参考といたしまして、会計年度任用職員５人分の令和７年度人件費予算額は、報酬、手

当、共済費を含めまして２,８５７万円余でございます。なお、相談は令和６年度実績で

８３１件、前年度が８２２件ということで微増しております。これは全国の相談件数と同

じ傾向でございまして、件数の詳細につきましては事務事業概要１２６ページ以後に掲載

しておりますので、ご確認いただければと思います。 

 最後に、陳情中にございますＰＩＯ－ＮＥＴ刷新と消費生活相談のデジタル化への影響

について申し上げます。国民生活センターは、全国の消費生活センターと国民生活センタ

ーを結び、相談、支援情報を集約するデータベース――名称といたしまして全国消費生活

情報ネットワークシステム、こちらをＰＩＯ－ＮＥＴと申します――を昭和５９年から運

用してございます。このシステムは５年から１０年に一度機能充実を含めた刷新が行われ
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ておりまして、現在、令和８年度のリプレースに向けて準備が進められております。これ

によりまして過去の事例のキーワード検索であるとかウェブフォームでの相談受付など、

新しく消費者側も利用できるようになるということとともに、ただいま相談内容もかなり

多岐にわたってございますので、相談員支援のための機能追加、ナレッジ検索システムと

いうものが予定されてございます。このリプレースに当たっての自治体への影響ですが、

現行ＰＩＯ－ＮＥＴの接続パソコンは国から貸与されておりますが、新しいシステムでは

各自治体において接続パソコンとセキュリティに関する周辺機器を準備することになって

おります。これが自治体の負担となります。では、千代田区ではどうかと申しますと、接

続パソコンにつきましては、現在、職員が使用している全庁ＬＡＮの端末をそのまま活用

することができますので、セキュリティに関する機器の購入費用、おおむね１万円程度を

予定しているところでございます。その他の影響は現在のところ想定してございません。 

 私からの説明は以上でございます。 

○岩佐委員長 はい。ご説明いただきまして、ありがとうございます。 

 委員の皆さんから執行機関に確認したい事項はありますか。 

○米田委員 大切な事業だと思っています。陳情にあるように、交付金がなくなっても現

状の施策を維持できるほど十分な程度に達していないと。こういう懸念があると書いてい

ますけど、本区においては特段問題ない、今の課長の説明ではそう理解しているんですけ

ど、それでよろしいですか。 

○髙橋商工観光課長 あくまでも千代田区においてはということではございますが、大き

な影響はないと考えております。 

○米田委員 推進事業に関しても特段影響ない、このまま問題なくスムーズにやっていけ

るという認識でいいですか。強化はさっきおっしゃったようにそのとおりなんですけど。 

○髙橋商工観光課長 推進事業に関しまして、今までの経緯で様々なこの交付金の使い道

みたいなものが変わってきております。そういった意味でいったときにどうかというのは

ちょっとまだ分からないんですが、今現時点の交付金内容であれば特に影響はないと考え

ております。 

○米田委員 デジタルのところなんですけど、これ、うちはガバクラでβ´にしているか

らという形で、特段何もしなくても問題なく移行できるということでよろしいですか。こ

れも確認なんですけど。 

○髙橋商工観光課長 委員おっしゃるとおり、千代田区に関しましては現在職員が使って

いるパソコンで十分対応ができるというものでございます。 

○米田委員 では、最終的な確認になるんですけど、今、課長がおっしゃられたように、

消費生活センターで相談は結構増えていると。そういった対応も含めて様々本区において

は今後も問題なく運用できるという形でよろしいですか。 

○髙橋商工観光課長 私どもの今の業務の状況を確認している上では問題なく運営できる

と考えております。 

○岩佐委員長 ほかに。 

○永田委員 財源、予算の問題は特に大丈夫だということなんですけども、この陳情の中

に、相談体制の維持・拡充が重要ですとありながら、実際に相談を受けても解決までには

至らないことが多いんではないかと思います。特に詐欺のネットショッピングで買物をし
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たけども、連絡も取れない、返金もされないといった相談を受けたときに、どのような対

応、解決をしているんでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 私ども人口の割合に対しては、恐らく２３区でもトップクラスの人

数がそろっているというところでございまして、今、委員がご質問いただいたような、や

はり、今、詐欺も含めて、また消費の行動もかなり多様化しておりまして、ご相談を頂い

てもそれが解決必ずできるとまでは言い切れないところではございます。ただ、基本的に

はその事業者と相談された方の間に立ってあっせんを行ったりする中で解決する。基本的

にこの消費生活相談に関しましては、相談員が解決するというよりは、ご本人が解決する

ことをお手伝いするというところでございますので、毎日かなりの数お電話を頂いておる

ところでございますが、解決に向けて努力しているところでございます。 

○永田委員 そうすると、実際被害に遭った方は恐らく泣き寝入りだと思うんです。例え

ばそういった詐欺のサイトを見つけましたというときに、例えば警察や国に何か報告した

りとか、そういった連携によって解決につながるようなことは行っているんでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 先ほどちょっとご説明させていただいたＰＩＯ－ＮＥＴがまさにこ

ういった連携のデータベースになってございます。そうした中で、例えば千代田区内で実

際に行われている事例でございますが、例えば高齢者の施設のほうからのご相談を頂いた

上で警察と連携を取りながら解決していく。もしくはお金を返していただくという事例も

ございます。そういったところを年に２回ですか、協議会等も行っておりますので、そう

いった連携をしっかり行った上で解決を目指しております。 

○永田委員 はい。結構です。 

○岩佐委員長 よろしいですか。 

 ほかに何か確認したいことございますか。 

○はやお副委員長 いろいろるる確認していただきましたんで、ただあと、先ほどこのＰ

ＩＯ－ＮＥＴのところで全庁ＬＡＮのところで入っているよと。あと、今後これを入れる

ことによって、消費者なのか一般区民のほうからも検索ができると言っているんですけど、

これはやっぱりインターネットを経由して入れるということなのかどうかお答えいただき

たい。 

○髙橋商工観光課長 おっしゃるとおりインターネットを介してＰＩＯ－ＮＥＴに接続す

るというものになります。 

○はやお副委員長 そういうことで、たしかお互いに何かのサーバーのところ、国からの

サーバーであるのか、そのデータベースが、それで検索に行くと、アクセスしに行くと。

そういうことで、場合によっては先ほどの話だと警察の方も何々の方もいろいろとそのデ

ータベースにのぞきに行ける形になるということなんですけれども、その辺のところのセ

キュリティというのはどのように保障されているのか、お答えいただきたいと思います。 

○髙橋商工観光課長 まず、こちら国民生活センターが運用しているＰＩＯ－ＮＥＴにつ

きましては、一応国民生活センターのほうでクラウドで運用がされているところでござい

ます。私どもとしましては、区が独自にセキュリティを管理していく部分については、相

談員がそこに入るときに二重の認証をするというところでセキュリティを守っているとこ

ろでございます。それ以外の一般の方が入るというところについては国民生活センターの

ほうで適切に行われているものと考えます。 



送付７－２４ 陳情審査部分抜粋：令和 7年10月14日 企画総務委員会（未定稿） 

 ４ 

○はやお副委員長 ここのセキュリティについてはＤＸのほうも確認した上で進んでいく

んだろうと思いますが、ただ、先ほどのβ´のほうでやって、それぞれの端末のインター

フェースがされているから、ハードウエアは１万円ぐらいですよと。あくまでもハードと

いうことになると投資性のものなんですね。じゃあ運用の点については、多分もうそうい

う基幹システムの中で動くから、特段お金がかかるオペレーションなんですけど、オペレ

ーション費用はあえてこのＰＩＯ－ＮＥＴにすることによって千代田区が負担するお金と

いうのは増えるのかどうなのか、先ほどは投資だけだったんで。 

○髙橋商工観光課長 運用するものにつきましては区の負担は特段ございません。 

○はやお副委員長 はい。いいです。 

○岩佐委員長 よろしいですか。 

 ほかにこの件について何か確認したいことございますか。 

○のざわ委員 この事業は本当に日本維新の会も大変大切なことだとまず思っています。

それで、今、米田委員をはじめ皆様の中で、現状の交付金の内容におきましては、本区に

おきましては推進事業に関しては問題ないというご確認も取らせていただきまして、また、

ＤＸ化等々につきましても、本区においては件数は増えておるんですが、今のところ問題

なく運用できるというお話をまず承りました前提の下に、私どもといたしましては、今回

の陳情の内容が意見書を国会等に提出するというところでございますが、そこの判断にお

きましてはもう少し本件の運営実態等、事業の状況の精査、推移を見ながらご判断させて

いただくというのがいいかなというふうに思っているということをお話させていただけた

らと思います。 

 以上でございます。 

○岩佐委員長 はい。ありがとうございます。 

 ほかに何か確認したいこととかご意見とか、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○岩佐委員長 はい。それでは、この陳情の取扱いなんですけれども、何か。いかがいた

しましょうか、ご意見ございますか。 

 米田委員。 

○米田委員 今、様々確認されました。とても大切な事業ではありますけど、本区におい

ては特段そのような影響がないと。施設にも影響がないと。ただしこれ、文面を見ている

と、小さな自治体においては、これを閉鎖、閉鎖というかなくなることによって困ってい

る部分もあると。消費者相談というのはとても大切な事業なんで、今後、国の動向とか、

いろんな体制が変更があった場合下りてくると思いますんで、その都度我々に報告してい

ただいて、その都度確認しながら消費者相談事業、これをしっかり守れるようにしていく

べきだと思っております。その上で、しっかり理事者の皆様に、執行機関に申し入れて、

大事な事業なんで、そのことによっていわゆる陳情者にお返しすればいいんじゃないかな

と思うんですけど、いかがでしょうか。 

○岩佐委員長 はい。ほかに何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○岩佐委員長 ありがとうございます。ただいま米田委員からご提案いただきました。ま

ず委員会としては意見書として取り扱うには全会一致で行うこととなっていますけれども、
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意見書提出まではもう少し精査をしていく必要があるというご意見も頂きました。それか

ら、本質疑の中では、やはり財政的な懸念がないこと。またデジタル化に対しても財政的

な懸念が今のところはないことから、今後も注視していくということも確認しましたので、

ぜひしっかりと委員会のほうにも、例えば件数がすごい増加するとか、そういったことも

含めましてご報告を頂きながらしっかりと注視していきたいと思います。それを申し入れ

たいと思います。それをもちまして本陳情はこの審査の議事録をもって陳情者にお返しを

しまして審査を終了したいと思いますけど、よろしいですかね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○岩佐委員長 はい。ありがとうございます。それでは、こちらの本陳情の審査を終了す

ることといたします。 

 送付７－２４の地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提

出することを求める陳情の審査を終了いたします。 


